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九州ミロク会計人会

入会のご案内

会　則
第１章　総　則
（総　則）第１条　この会則は、九州ミロク会計人会の組織およ
　　　　　　　  び運営に関し必要な事項を定める。
（名　称）第２条　本会は、九州ミロク会計人会と称する。
（目　的）第３条　本会は、ミロク・コンピュータ会計システムを
　　　　　　　  導入している税理士及び公認会計士（以下
　　　　　　　　会計人という）の、業務の進歩改善と、職域の
　　　　　　　　拡大に努めるとともに、会員相互間の親睦を
　　　　　　　　図ることを目的とする。
（事　業）第４条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業
　　　　　　      を行う。
　　    （１）（株）ミロク情報サービスとの連絡調整を果たすこと
　　    （２）会計人のためのコンピュータシステムの開発
　　    （３）会計人並びにその補助者に対する研修
　　    （４）コンピュータ会計システムの普及、広報
　　    （５）会員に対する情報の提供と機関紙の発行
　　    （６）会員のための業務改善に関する事業
　　    （７）会員に対する福利厚生事業の実施
　　    （８）その他本会の目的を達成するため必要な事項
（事　務　局）第５条  本会の事務局は、福岡市に置く。
（会員の資格）第６条 本会の会員となる資格は、ミロク・コン 
　　　　　　　　　 ピュータ会計システムを導入し、別表に定
　　　　　　　　　 める区域に事務所をおく会計人とする。
第２章　入会及び退会並びに会員名簿
（入　会）第７条  本会に入会しようとする者は、本会の定める
　　　　　　　　入会申込書を提出しなければならない。
（退　会）第８条 １．本会を退会しようとする者は、本会の定める
　　　　　　　    退会届を提出しなければならない。
                    ２．死亡又は税理士及び公認会計士の資格を喪
　　　　　　　　   失した者。
（会員名簿） 第９条 １．本会に会員名簿を備え、次の事項を記 
　　　　　　　        載する。
　　　　　　　　　　（１）会員の住所及び氏名
　　　　　　　　　　（２）事務所の名称及びその所在地
　　　　　　　   　　　    （３）前各号に掲げるもののほか、本会で
　　　　　　　　　　　　 定める事項
　　　　　　   　 ２．会員は、前項に規程する記載事項につ
　　　　　　　　　  き異動があったときは、遅滞なくその旨
　　　　　　　　　　 を本会に届出なければならない。
第３章　役員及び理事会
（役　員）第10条　本会に次の役員を置く。
　　　　　　　 　　（１）会　長　１名
　　　　　　　 　　（２）副会長　５名
　　　　　　　 　　（３）理　事　70名以内
　　　　　　　 　　（４）監　事　３名以内
（役員の選任）第11条 １．役員の選任は、総会の議決による。
　　　　　　　　　 ２．役員の選任に関し必要な事項は、本
　　　　　　　　　　　条で定めるもののほか、役員選任規
　　　　　　　　　　　程に定める。
（会長及び副会長）
　第12条　１．会長は本会を代表し、会務を総理する。
　　　　　 ２．副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき
　　　　　　  はその職務を代行する。
　　　　　 ３．会長、副会長及び監事が任期の中途において
　　　　　　  退任した場合には、すみやかに役員選任規程に
　　　　　　  より選出し、総会の承認を得る。
（理　事）
　第13条　理事は、理事会の構成員として会務の運営にあた
　　　　　 る。
（監　事）第14条 １．監事は、会計を監査し、総会に報告する。
　　　　　　  　２．監事は、理事会に出席して意見を述べるこ
　　　　　　　　　とができる。
（役員の任期）第15条　役員の任期は、就任後第２回目の定期
　　　　　　　　　　 総会終了のときまでとし再任を妨げな  
　　　　　　　　　　い。ただし、補欠又は増員により就任し
　　　　　　　　　　 た役員の任期は、他の役員の任期と同
　　　　　　　　　　  一とする。
（役員の退任）第16条　役員は、本会を退会したときは退任する。
（理事会）第17条 １．理事会は、会長、副会長及び理事をもっ
　　　　　　　　　て構成する。

　　　　　　　　２．理事会は、この会則において理事会の議
　　　　　　　　　  を要する 事項と第４条に規定する事業を
　　　　　　　　　  遂行するための必要な事項を決定する。
　　　　　　　　３．理事会は、会長が招集し、その議長となる。
（顧　問）第18条 １．会長は、理事会の議を経て、顧問を委嘱
　　　　　　　　　 することができる。
                      ２．顧問の任期は、就任の日に在任している 
　　　　　　　　　 役員の任期と同一とする。
第４章　委員会及び地区会
（委員会）第19条 １．本会に次の委員会を設け、会務の遂行を
　　　　　　　　　有効かつ適切に行う。
　　　　　　　　　（１）総務委員会　（２）研修委員会
　　　　　　　　　（３）広報委員会　（４）システム開発委員会
　　　　　　　　　（５）福利厚生委員会　（６）財務委員会
　　　　　　　　  （７）組織増強委員会　（８）情 報ネット
　　　　　　　　   ワーク委員会
　　　　　　　　２．委員会は、委員長、副委員長及び委員を
　　　　　　　　　 もって構成する。
　　　　　　　　３．委員会の構成員は、会長が委嘱する。
　　　　　　　　４．委員会の運営に関しては別に定める。
（地区会）第20条 １．本会に、本会と会員の連絡調整を図るた
　　　　　　　　　 め別表の区域ごとに地区会を設ける。
　　　　　　　　２．地区会は、本会の会則に準じて運営され
　　　　　　　　　 るものとする。
第５章　総会
（総会の招集）第21条 １．会長は、毎年６月定期総会を招集す
　　　　　　　　　　　る。ただし、理事会の議を経て、その
　　　　　　　　　　　時期を変更することができる。
                           ２．会長は必要があると認めるときは、理
　　　　　　　　　　　事会の議を経て、臨時総会を招集す
　　　　　　　　　　　ることができる。
　　　　　　　　　  ３．総会を招集するには、あらかじめその
　　　　　　　　　　　 日時、場所及び議案を記載した書面
　　　　　　　　　　　により、会員にその通知をしなければ
　　　　　　　　　　    ならない。
（議長）第22条　 議長は、その総会において選任する。
（議決の要件） 第23条 １．総会の議決は、その出席した会員の
　　　　　　　　　　　過半数で決するものとし、可否同数
　　　　　　　　　　   のときは、議長の決するところによる。
　　　　　　　　　  ２．総会において、会則の改正につき決
　　　　　　　　　　　 する場合は、その出席した会員の３分
　　　　　　　　　　　 の２以上の同意を得なければならない。
（委任による議決権）
　　　　　　 第24条　総会に出席することができない会員  
　　　　　　　　　　　は、他の会員に委任して、その議決権
　　　　　　　　　　　 を行使することができる。
（総会で決定すべき事項）
　　　　　　  第25条　総会においては次の事項を決定する。
　　　　　　　　　　　（１）事業報告及び決算に関する事項
　　　　　　　　　　　（２）事業計画及び予算案に関する事項
　　　　　　　　　　　（３）会則の改正に関する事項
　　　　　　　　　　　（４）役員選任に関する事項
　　　　　　　　　　   （５）その他理事会において必要と認め  
　　　　　　　　　　　　   た事項
第６章　会費、庶務及び会計
（会　費）        第26条 １．本会の会員は、１事業年度について、 
　　　　　　  　　　　　会費24，000円を負担する。
　　　　　　　　　　 ２．事業年度の中途において入会した者
　　　　　　　　　　　 の会費は、その者が当該事業年度に
　　　　　　　　　　　 おいて会員であった月数の割合によ
　　　　　　　　　　　  り負担する。
（事業年度） 　 第27条　本会の事業年度は、４月１日に始まり、
　　　　　　　　　　　 翌年３月31日に終る。
（経　費）　　  第28条　本会の経費は、会費、その他の収入を
　　　　　　　　　　　 もって支弁する。
第７章　雑則
（規　程）　　  第29条　理事会の議を経て、表彰規程、旅費規
　　　　　　　　　　　 程、慶弔規程を別に定める。
附　則
この会則の変更は、平成28年７月4日から施行する。
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　私ども九州ミロク会計人会は、会員の研修・懇親を目的として、㈱ミロク情報サ
ービス（以下「MJS」）のソフトウェアを利用している九州各地（山口県下関市を
含む）に所在する会計人の集まりです。
　現在約640名の会員で、９地区会（北九州・福岡・筑後・熊本・佐賀・長崎・大分・
宮崎・鹿児島）と８委員会（総務・研修・広報・システム開発・福利厚生・財務・組織
増強・情報ネットワーク）とで構成されており、おもな活動としましては、研修（税理
士会認定研修を含む）・ミロク会計人会連合会全国大会への参加・機関紙「九州
の風」の発行・ホームページの運営・MJSへのシステム改善提言・新システム提言
・会計事務所における有効なＩＴ機器活用の研究・電子申告の推進・会員及び会
員事務所職員参加のレクレーション（ゴルフ・ボーリング・バスハイク…）などを行っ
ております。
　当会は設立以来、諸先輩のご尽力により、和を尊び、会員相互の研鑚・融和の
会として活動してまいりました。諸先輩方が築いてこられた会の良さを踏襲しつ
つ、今後尚一層、先生方に入会してよかったと言って頂ける会にすべく、鋭意努
力してまいります。
　何卒、趣旨をご理解いただき、改めて当会へのご入会をお誘い申し上げます。

各種研修会の受講料割引

MJSへのシステム要望・提案の集約・改善活動

連合会・委員会成果物のダウンロードサービス

リスク分析ソフトの無料提供

情報交換・人的ネットワークの拡大

職員実務者向けセミナーの開催

MJS税経システム研究所の客員研究員や会員が講師とな
り、実務に即したレベルの高い研修を安価で受講できます。
この「所長職員研修」の年間プログラムは、会員のアンケート
に基づき決定されています。

MJSシステムへの改善要望を会員の声としてシステム開発
委員会を通して提案できます。私たちの声がシステムを変え
ていくことも可能です。ホームページで実際の要望が反映さ
れた機能一覧を閲覧することができ、追加・改善された機能
を確認できます。

NN生命保険と業務提携し、顧問先様の安定や成長を目指
すための「リスク分析ソフト」を無料で提供しています。
MJS会計ソフトの財務データから顧問先の決算データ（５
年分）と連動するので、面倒な入力は不要！簡単・明瞭に顧
問先のリスクを分析し、必要な保険の提案ができます。

システムQ&A、会員限定掲示板でのコミュニケーション、シス
テム改善要望をはじめとした要望の提出など、事務所経営に
役立つ各種情報を閲覧し、ダウンロードすることができます。

情報交換会や新年会、忘年会、親睦ゴルフコンペ・ボウリン
グ大会など、会員相互の親睦を深めるイベントを企画して
います。

会員事務所のスキルアップを目的に「消費税」「法人税」「財
産評価」の研修カリキュラムを用意しています。研修委員会
とMJSが共同作成した税法の概説を交えたユーザー視点
で作成されたシステムマニュアルを利用して、会員が講師
となり職員の皆様にもご参加いただける研修会を実施し
ています。

委員会活動●税理士会認定研修を含む
　各種研修の開催

●ミロク会計人会
　連合会全国大会の参加

●総務委員会

●研修委員会

●システム開発委員会

●情報ネットワーク委員会

●広報委員会

●福利厚生委員会

地区会活動

会長挨拶 Mes s age

Act i v i t y

主な会員特典 Pr i v i lege

会員向けホームページ

第47回定期総会 第47回定期総会・講演会 第47回定期総会・懇親会 第45回全国統一研修会・熊本大会 研修会 第47回親睦ゴルフコンペ

会員情報誌「九州の風」
バスツアー 親睦ボウリング大会

九州ミロク会計人会

会長 笹田 毅

●IT機器の有効活用の
　研究・情報提供（共有）

●会員及び事務所職員参加の
　レクリエーション

主な活動

年会費
24,000円  （月額/2,000円）

事業年度の９月（上期）と３月（下期）末日までに
半期分12,000円を納入いただきます。入会金は
不要です。別途、地区会費が必要です。

●研修会

●野球観戦

●日帰りツアー

●親睦ボウリング大会

●親睦ゴルフコンペ

　昨年、知人から
の紹介で採用した

新入社員は、司法
書士事務所で 10年

間働いていた、と
ても優秀な人材。

司法書士は国家資
格の難易度レベル

でいえば、税理士
と同レベルと私は

思っているので、
ことあるごとに、

司法書士事務所で
はこんな場合は、ど

うだった？と質問し
ている。ほとん

どは思っていたとお
りの回答なので、や

はり士業はどこも似
たり寄ったりだ

なと感じている。

　ただ、その中で
一番感じるのは、

職員である補助者
の位置づけが、税

理士と司法書士で
はかなり違うとい

うこと。税理士事
務所の補助者、つ

まり税理士資格を
持たない職員のこ

とであるが、税理
士事務所で 10年間

も働けば、法人税
、消費税の申告書

はもちろん、相続
税の申告書までも

作成するくらいの
スキルは身に付い

ている（税理士試
験の科目は持って

いないのに）。もち
ろん、その裏付け

としてMJSのよう
なベンダーのソ

フトを利用してい
る。これに対し、

司法書士の業界は
、資格者と無資格

者の垣根が高い気
がする。例えば不

動産売買の立会い
を、司法書士の資

格を持っていない
無資格のベテラン

補助者が単独で行
ったりすれば、即

懲戒処分になると
いうこと。これは

、我々の業界でい
えば、税務調査の

立会いを、無資格
の補助者が単独で

行っているような
ものである。

　昔、先輩税理士
に「税務調査の立

会いは絶対に税理
士が立ち会わない

といけない」と言
われたことがある

ので、日頃から気
を付けてはいる。

まずは税理士業務
の基本中の基本で

ある税務調査の立
会いは、資格を持っ

た税理士しか出来
ないということを

、再確認する必要
があるのではない

だろうか。「何を当
たり前のことを言

ってるんだ」と思
われた先生、尊敬

いたします。 （福岡地区会　川
野 秀明）
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紅葉の森（北九州地
区会　小林 弘和）提

供

紅葉の森は、福智山
山

麓にあり、絵画のよ
う

な色鮮やかに染め上
げ

る紅葉を無料で楽し
め

る公園。知る人ぞ知
る

紅葉観賞の穴場です
。

　ド～ン、ガタ・ガタ、かつて経験したことのない激しい揺れに深夜突然襲われた。熊本地震である。
　日を置かず、4月 16 日未明再び激しい揺れが熊本を襲った。しばらくして、テレビに映った熊本城を見て我が目を疑った。そこには、熊本市民と共に 400年の歴史を歩んで来たお城の無残な姿が映し出されていた。
　瓦が砕け落ちた大天守・小天守、重要文化財の北十八間櫓、飯田丸、長塀等々ことごとく被災していた。
　一方、阿蘇の方に目をやると、阿蘇観光を支えてきた「阿蘇大橋」が崩落し、友人に水を届けに行った心優しい大学生を大橋は飲み込んでしまった。
　震災から５年、熊本城本丸に観光客を迎え入れるまでに復興が進んでいるが、往時の姿を取り戻すためには、後 20年の歳月を待たねばならない。
　崩落した「阿蘇大橋」も橋長 525 ｍ、橋脚最大高 97ｍの堂々とした「新阿蘇大橋」として蘇った。　
　全国のミロク会計人会が持ち回りで開催している全国統一研修会を熊本地震からの復興を全国の皆さんに見て頂こうと、昨年MJSの全面的なバックアップの下、準備を進めてきたが、コロナ禍の中開催を見送り、本年再起をかけて、「蘇る熊本！復興からの新たなる発展」をスローガンに、11 月開催に向けて九州ミロク会計人会一丸となって準備を進めているところである。

（熊本地区会　中尾 好輝）
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　まだまだ、新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっており、この冬

が心配ではありますが、三密を避け気を付けていかなければと思う今日

この頃です。　さて、私は一昨年税務署を早期退職して鹿児島県指宿市の自宅で開業

し、のんびりと仕事をしていました。そうしたところ、今年の春に、税

務署勤務時代に同勤した先輩の S税理士から、「加治木支部のB税理士

が廃業する予定であり、その事務所を一緒に引き継がないか？」との連

絡を受けました。そうすると、指宿市から通勤するのは難しいので単身

赴任することになります。やっと、泊りの出張や単身赴任生活から解放

されて、家族と一緒にいる時間が増えたばかりであり悩みましたが、せっ

かくのお話であったため、先輩からのお誘いを受けることとしました。

　そして、今年の 7月に姶良市加治木町に登録変更し、S税理士と一緒

に仕事を始めました。B税理士の顧客は、直接受任という形で私が担当

することになりました。
　私は、MJSのシステムに少しずつ慣れてきたばかりでした。ところが、

B税理士のシステムは他社のシステムで契約もまだ残っており、引き続

き使用していかなければならない状況であったため、また一からシステ

ムを覚えていかなければなりませんでした。更に、S税理士は、また別

のシステムを使用しており、このシステムも覚えなければならなくなり、

頭の中がぐちゃぐちゃになりそうでした。

　現在では、あまりシステムに詳しくない私の机に３台のパソコンがあ

り、それぞれ違うシステムを活用しなければならず悪戦苦闘中ですが、

業務に励んでいきたいと思っています。

（鹿児島地区会　重留 隆男）
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